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１【提出理由】 

2023年５月22日（月）開催の本投資法人の役員会において、本投資法人の発行する特定有価証券と同一の種類の特定

有価証券（以下「本投資口」といいます。）の募集を、米国、欧州及びアジアを中心とする海外市場（ただし、米国に

おいては1933年米国証券法に基づくルール144Ａに従った適格機関投資家に対する販売のみとします。）において行う

こと（以下「海外募集」といいます。）が決議され、これに従って海外募集が行われますので、金融商品取引法第24条

の５第４項並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第１項及び同条第２項第１号に基づき、2023年

５月22日（月）付で臨時報告書を提出しておりますが、2023年５月25日（木）開催の本投資法人の役員会において、海

外募集の発行数及び募集条件等が決定されたことから、これらに関する事項を訂正するため、金融商品取引法第24条の

５第５項において準用する同法第７条第１項に基づき、本臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。 

２【訂正内容】 

訂正箇所は 罫で示してあります。 

（２）発行数

＜訂正前＞

35,761口

(注) 本募集の総発行数は86,851口であり、国内一般募集における発行数は51,090口を目処とし、海外募集における発行数は35,761口

（海外引受会社（後記「（５） 引受人の名称」で定義します。以下同じです。）による買取引受けの対象口数34,061口及び海外

引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数1,700口）を目処として募集を行いますが、その最終的

な内訳は、需要状況等を勘案した上で、2023年５月25日（木）から2023年５月30日（火）までの間のいずれかの日（以下「発行価

格等決定日」といいます。）に決定されます。 

＜訂正後＞ 

35,761口 

(注) 本募集の総発行数は86,851口であり、その内訳は、国内一般募集における発行数は51,090口、海外募集における発行数は35,761口

（海外引受会社（後記「（５） 引受人の名称」で定義します。以下同じです。）による買取引受けの対象口数34,061口及び海外

引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の対象口数1,700口）です。 

（３）発行価格

＜訂正前＞

未定

(注１) 発行価格等決定日が2023年５月25日（木）から2023年５月29日（月）までの間のいずれかの日の場合には、発行価格等決定日の株

式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の終値）から2023年

５月期に係る１口当たりの予想分配金（予想利益超過分配金を含みません。）4,050円及び予想利益超過分配金876円を控除した金

額に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨て）を仮条件とし、発行価格等決定日が2023年５月30日（火）の場合には、発行

価格等決定日の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値（当日に終値のない場合は、その日に先立つ直近日の

終値から上記１口当たりの予想分配金及び予想利益超過分配金を控除した金額）に0.90～1.00を乗じた価格（１円未満端数切捨

て）を仮条件とします。 

(注２) 上記仮条件により需要状況等を勘案した上で、発行価格等決定日に海外募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額

（本投資法人が本投資口１口当たりの払込金として海外引受会社から受け取る金額）を決定します。 

(注３) 発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、海外引受会社の手取金となりま

す。 

＜訂正後＞ 

１口当たり290,152円 

(注１) 発行価額（本投資法人が本投資口１口当たりの払込金として海外引受会社から受け取る金額）は280,944円です。 

(注２) 発行価格と発行価額（引受価額）とは異なります。発行価格の総額と発行価額の総額との差額は、海外引受会社の手取金となりま

す。 

(注１)の全文削除並びに(注２)及び(注３)の番号変更 
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（４）発行価額の総額

＜訂正前＞

10,097,000,000円（上限）

(注) 海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の全てが行使された場合の上限金額です。海外募集における発

行価額の総額は、2023年４月24日（月）現在の株式会社東京証券取引所における本投資口の普通取引の終値を基準として算出した

見込額です。なお、本投資法人が既に発行した本投資口及び本募集における本投資口の発行価額の総額の合計額のうち、国内にお

いて募集される投資口の発行価額の総額の占める割合は、100分の50を超えるものとします。 

＜訂正後＞ 

10,046,838,384円（上限） 
(注) 海外引受会社に付与する追加的に発行する本投資口を買い取る権利の全てが行使された場合の上限金額です。 

（７）発行年月日（払込期日）

＜訂正前＞

2023年６月１日（木）から2023年６月５日（月）までのいずれかの日。ただし、発行価格等決定日が2023年５月25日

（木）又は2023年５月26日（金）の場合は2023年６月１日（木）、発行価格等決定日が2023年５月29日（月）の場合

は2023年６月２日（金）、発行価格等決定日が2023年５月30日（火）の場合は2023年６月５日（月）とします。

＜訂正後＞

2023年６月１日（木）


